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第３章 きまりを守り、明るいまちに 
 

第１節 安全なまちにする 

 

１ 交通安全 
 

（基本的な考え方） 

� 交通安全に対する意識を高めるとともに、交通安全施設の整備を進め、交通事故の発生を未然

に防ぎます。 
 

施策 現況と課題 

交通安全施設の整備 
 
 運転免許や自家用自動車の普及による交通量の増加や道路の拡

幅・整備が進むことにより、自動車の走行速度が上昇しがちにな

るため、重大な事故に遭遇することが予想されています。 

 歩道の設置や照明灯の整備、冬場におけるロードヒーティング

の整備など交通安全施設の整備に努めていますが、今後も交通状

況をふまえながら整備を進めていくことが必要です。 

 また、気象状況の変化に応じた道路情報や除雪状況などを知る

ための施設整備も求められており、関係機関への要請が必要です。 
 

交通安全活動の推進 
 
 道東交通の要衝である本町は自動車の通行量が多いため、交通

安全に対する町民の意識が高く、各種の交通安全活動が官民一体

で行われています。 

 さらなる意識を高めることにつながるよう、協力団体との連携

を深めながら活動を進めていくことが必要です。 

 自治会交通安全部会連合会との連携により交通災害共済の加入

を促進しています。 

 今後も加入促進に努めるとともに、交通事故を防止するための

情報提供などを行っていくことが必要です。 
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第３章 きまりを守り、明るいまちに 
 

第１節 安全なまちにする 

 

１ 交通安全 
 

（基本的な考え方） 

� 交通安全に対する意識を高めるとともに、交通安全施設の整備を進め、交通事故の発生を未然

に防ぎます。 
 
主な取り組み内容 
 
� 歩道整備の推進 
� 冬道対策の充実 
� 道路気象情報システムの整備要望 
 

 

 

 

 
 
 
� 交通安全学習機会の充実 
� 交通安全啓発活動の充実 
� 交通災害共済組合への加入促進 
� 交通事故防止のための情報提供 
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２ 消防・救急 
 

（基本的な考え方） 

� 火災を防ぐ意識を高めるとともに、発生時には迅速に対応できる消防体制の強化に努めます。 
� 人員や設備面での充実、町民への救命知識の普及により、救急・救助体制を充実します。 

 
施策 現況と課題 

常備消防体制の充実 
 
 消防体制は、津別町と２町で構成する美幌・津別広域事務組合

として１本部２署で運営し、火災・救急出動等相互の応援出動体

制強化をはかっています。 

 美幌署が所有する現有消防車両の多くは老朽化が進んでおり、

計画的な更新整備による消防力の確保が課題となっています。通

信施設についても法改正によるデジタル化※に対応した更新整備

（平成23年５月末日まで）と併せてＩＴ化に対応した通信指令台

の整備も必要です。 
 

火災予防活動の推進 
 
 火災は年間15件前後発生しており、火災を未然に防ぐ予防啓発

活動や火災時の焼死を防ぐ住宅用火災警報器の設置促進が課題と

なっています。このため、消防関係団体（防火協会・婦人防火ク

ラブ・自治会等）自主防災組織と連携し、町民の防火意識を高め

る必要があります。 
 

消防団・その他の組織の

充実 

 
 「自分の地域は自分で守る」ことを目的とした自主防災組織が

現在 36自治会で組織され、毎年防災リーダー※の養成や防災訓練

を行い、災害時の対応に備える体制づくりを行っています。今後

も未組織自治会の組織づくりを推進することが必要です。また、

消防団には災害活動だけでなく、地域住民に密着した消防団活動

も求められています。 
 

救急体制の強化 
 
 本町では、年間 800件前後の救急出勤があり、重複出動や町外

への転院搬送も少なくありません。 

 増加、多様化する救急出動に対応するため、救急救命士の養成

を計画的に進めるなど、救急業務における救急処置の高度化（気

管挿管・薬剤投与）に努めることや、救急車両の資機材の更新整

備が必要です。 
 

救命に関する技術や知識

の普及 

 
 救急業務における救命率の向上のため、職場や団体単位に普通

救命講習を今後も実施していくことが必要です。また、救命率向

上に有効なＡＥＤ※が一般住民にも使用可能となり、使用方法を町

民に普及していく必要があります。 
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２ 消防・救急 
 

（基本的な考え方） 

� 火災を防ぐ意識を高めるとともに、発生時には迅速に対応できる消防体制の強化に努めます。 
� 人員や設備面での充実、町民への救命知識の普及により、救急・救助体制を充実します。 

 
主な取り組み内容 
 
� 消防車両の更新整備 
� 消防無線のデジタル化移行 
 

 

 

 

 

 
 
 
� 住宅用防災（火災）警報器の設置促進 
� 消防関係団体との連携による啓発活動の充実 
 

 

 
 
 
� 自主防災組織の設立促進 
� 消防団員の確保、育成 
 

 

 

 
 
 
� 救急救命士の養成（増員） 
� 救急車両・資機材の更新整備 
 

 

 

 
 
 
� 普通救急講習およびＡＥＤ講習会の推進 
 

 

 
 

 
 
 

 

※デジタル化：従来のアナ
ログに代わる方式。数

や量の表示を数字を用

いて表し、アナログよ
り詳細にかつ大量な処

理を可能にする。 

 
※防災リーダー：自主防災

組織を円滑に推進する

ために、防災に関する
知識や技術を養成研修

会にて習得した単位自

治会内の 自主防災 役
員。 

 

※ＡＥＤ：自動体外式除細
動器。心臓が突然停止

した際に電気ショック

を与え、心臓の働きを
戻すことを試みる医療

機器。平成 16 年から

一般の人も使用するこ
とが認められた。 
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３ 防犯、消費者保護 
 

（基本的な考え方） 

� 町民の防犯意識をより一層高め、地域ぐるみでの防犯に努めます。 
� 消費者に対する啓発、教育、情報提供などにより、消費生活問題を未然に防ぎます。 

 
施策 現況と課題 

防犯対策の推進 
 
 本町を挙げての暴力団追放運動により、暴力団事務所撤退が実

現し、粗暴犯の発生件数は減少傾向にありますが、窃盗犯などに

ついては横ばい傾向にあります。 

 今後は悪質巧妙化した知能的犯罪に対応した体制づくりが課題

となっています。 
 自治会における防犯パトロール、暴力団の資金源を絶つため町

民の手作りで行う「ふるさと祭り」の定着など、本町の防犯活動

は活発に行われています。 
 今後も防犯意識を高めることや道路照明の設置などにより、犯

罪を未然に防いでいくことが必要です。 
 

消費者の保護 
 
 消費生活に係る問題は、商品の不当表示や不当な取引などによ

り複雑、多様化し、これらの問題や被害にあった消費者の救済を

美幌消費者協会が中心となり関係機関と連携を図りながら行って

います。 
 今後も関係機関、団体との連携を深めながら、さらなる消費生

活相談の充実や消費生活問題に対する速やかな情報提供などの消

費生活の安定と向上の取り組みが求められています。 
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３ 防犯、消費者保護 
 

（基本的な考え方） 

� 町民の防犯意識をより一層高め、地域ぐるみでの防犯に努めます。 
� 消費者に対する啓発、教育、情報提供などにより、消費生活問題を未然に防ぎます。 

 
主な取り組み内容 
 
� 警察官の増員要望 
� 防犯活動団体の充実 
� 道路照明の整備、充実 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
� 消費生活相談体制の充実・強化 
� 消費者被害防止ネットワークの設立 
� 消費生活条例の制定に向けた調査、研究 
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第２節 災害に強いまちにする 

 
１ 防災 

 

（基本的な考え方） 

� 災害への意識を高めつつ、関係機関との連携を深め、地域防災対策に努めます。 
 

施策 現況と課題 

防災体制の充実、強化 
 
 近年、全国で大規模地震や台風災害などが発生しており、災害

に対する対策や意識の高まりが見られます。 

 本町は、災害が比較的少ない地域とされておりますが、日常か

ら災害発生に備えておくことが必要です。「地域防災計画」を策定

し、防災に対する総合的な対策を進めていますが、今後も計画の

更新や充実が必要です。 

 防災体制の充実には、町民の参加はもちろん、警察や消防署、

自衛隊などさまざまな機関との連携が不可欠です。災害時に備え、

日ごろからの連携体制や情報の共有などが必要です。 
 

防災意識の向上、 

防災組織の育成 

 
 本町では、消防団のほかに、多くの単位自治会で自主防災組織

を設立しており、各会ごとの防災訓練や共同の訓練などを行って

います。そのほか、防災リーダー※の養成や資機材の貸与などが行

われています。 

 今後も、町民の防災意識を高めながら、防災活動を促進してい

くことが必要です。 
 

自衛隊美幌駐屯部隊との

連携 

 
 過去の大規模災害時における自衛隊美幌駐屯部隊の存在は大き

く、近隣自治体においても重要な役割を担っています。今後も、

美幌駐屯部隊との連携強化はより一層求められており、充実整備

が望まれています。 
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第２節 災害に強いまちにする 

 
１ 防災 

 

（基本的な考え方） 

� 災害への意識を高めつつ、関係機関との連携を深め、地域防災対策を努めます。 
 
主な取り組み内容 
 
� 地域防災計画※と国民保護法※の整合と整備 
� 地震対策を含めた総合的な災害対策の整備 
� 自衛隊美幌駐屯部隊との連携強化 
� 自主防災組織との連携強化 
 

 

 

 

 
 
 
� 住民に対する防災意識の高揚 
� 自主防災組織の設立促進 
 

 

 

 
 
 
� 自衛隊美幌駐屯部隊における防災対応と連動した体制の確立 
 

 

 
 

 
 

 
※地域防災計画：災害対策

基本法による、一定地

域に係る防災に関する
計画。 

 

※国民保護法：武力攻撃事
態等における国民の保

護のための措置に関す

る法律。武力攻撃から
国民の生命、身体及び

財産を保護し、国民生

活等に及ぼす影響を最
小限にす るために 、

国・自治体等の責務、

避難、救護、武力攻撃
災害への対処等の措置

を規定している。 

 
※防災リーダー：自主防災

組織を円滑に推進する

ために、防災に関する
知識や技術を養成研修

会にて習得した単位自

治会内の 自主防災 役
員。 
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２ 国土保全（治山、河川整備） 

 

（基本的な考え方） 

� 自然生態系に配慮した治山や治水、河川改修を進め、自然災害を未然に防ぎます。 
 

施策 現況と課題 

治山・治水対策の推進 
 
 治山・治水については、地滑りや土砂流出、河川氾濫などの自

然災害を未然に防ぐため、治山施設や砂防ダムなどの施設整備を

進めています。 

 今後は、危険箇所を事前に把握し、対応していくことが求めら

れています。 

 民有地に関しては、林地開発による農地が大雨時に崩落するこ

とが多いため、土地所有者に対する啓蒙が必要です。 
 

河川の整備 
 
 町内には、市街地を形成し、その両端を流れる網走川、美幌川、

市街地中央を貫流する魚無川のほか、大小数多くの河川がありま

す。必要に応じて河川の浚渫や護岸整備などを行うとともに、河

畔については、スポーツや憩いの場として整備しています。 

 今後も、自然生態系などに配慮しながら、整備を進めていくこ

とが必要です。 
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２ 国土保全（治山、河川整備） 

 

（基本的な考え方） 

� 自然生態系に配慮した治山や治水、河川改修を進め、自然災害を未然に防ぎます。 
 
主な取り組み内容 
 
� 自然災害等による山腹の復旧・砂防ダム等の設置 
� 災害未然防止のための状況調査等の継続 
� 町内の危険箇所や林地開発による崩落危険箇所等の診断結果に
よる指導・対応方法の検討 

� 光ファイバー情報施設整備 
� 排水ポンプの維持管理方法の検討 
 
 
 
� 洪水対策（監視システム・排水ポンプ施設の整備 
� 管理河川の浚渫（床ざらい） 
� 親水性豊かな網走川河川改修事業の推進 
� 駒生川河川改修事業の推進 
� 網走川中流地区農地防災事業※の要望 
� 農業用排水路（明渠等）管理体制の見直し 
 

 
 

 

※網走川中流地区農地防

災事業：春先の融雪や
降雨時に農地から土壌

が網走川への流れ込み

や防止するため、排水
路の機能の保持や回復

をするための事業。 

 


